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はじめに

『障害の基本原理 Fundamental Principles of

Disability』（UPIAS and Disability Alliance，
１９７６，以下 FPD）は，１９７５年１１月２２日にロ
ンドンにおいて開催された「隔離に反対する

身体障害者連盟」（Union of the Physically
Impaired Against Segregation：UPIAS）
と「障害者連合」（Disability Alliance ： DA）
との合同会議議事録，及び両組織から付記さ

れたコメントによって構成されたドキュメン

トである。

イギリス障害学において，この FPD は
UPIASの初期思想の結晶であると同時に，

後発のイギリス障害者運動はもとより，国際

的な障害者運動・障害学の鍵概念となる社会

モデルの原型的アイデアが盛り込まれたドキュ

メントとしてよく知られている。しかし，そ

の意義と重要性が広く認められてきたにも関

わらず，この FPD における UPIASの問題
提起を詳細に検証した研究は未だ不在である。

FPD における UPIASの議論は，１９７０年
代当時のディスアビリティ・フィールドを席

巻する支配的言説の権力を暴き出すための対

抗言説であったと言えるが，この FPD にお
いて，彼らがどのような表象を用いて「問題」

を名指し，そこにどのようなディスアビリティ

をめぐるリアリティを描き出そうとしたのか，
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�Abstract�
A Study of Fundamental Principles of Disability : Discussion of
Creating the Social Model

The Fundamental Principles of Disability�FPD�is well known
as an important text that clarifies the early ideas of the Union of
the Physically Impaired Against Segregation�UPIAS�and the
original form of the Social Model. But little attention has been
given to the process of creating this text. This study examines
the following three themes in FPD. � Agreement with certain
fundamental principles and the inconsistency of the Disability Alli-
ance. � Recognition of the poverty of the physically impaired.
� Inclusion of the physically impaired into organizations. In light
of these themes, the collective representation in the process of
creating the Social Model is also examined.
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すなわち，ディスアビリティという問題を

「このように見よ」という彼らの要求におい

て，どのようなロジックやレトリックが用い

られたのか，また，UPIASと DAの議論は
どのようなテーマと論点において対立・拮抗

したのか，これらの問いが小論における検証

の主題である。小論の目的はこれらの問いを

問うことによって，社会モデル生成をめぐる

集合的表象のありようを検証することにある。

１ DAの概要と合同会議開催に至る
経緯

� 「DIGの失敗」とDAの結成

ここでは，先ず，UPIASと DAの合同会
議開催に至る経緯を辿り，FPD が編まれる
ことになったその経緯について確認しておこ

う。

１９６５年，イギリスにおいて，それまでの障
・ ・ ・ ・ ・

害種別毎の閉じられた障害者団体とは異なる

障害種別横断的な障害者組織が結成された。

それが「障害者年金運動団体」（Disablement
Incomes Group：DIG）である。UPIASと
DAの共通点は，この DIGの活動に対する
批判から，それぞれ自らの組織を立ち上げ，

「DIGの失敗」を糧にしようとした点にあ
る。

DIGが組織された１９６０年代のイギリスは，
戦後の「貧困戦争」からの脱却を掲げた経済

政策が功を奏し，「豊かな社会」への扉が開

かれた時期である。しかし，この豊かな社会

の富が障害者たちに分配されることは殆どな

く，多くの障害者たちは「貧困戦争」の中に

放置されたままだった。例えば１９４４年に世界

に先駆けて成立した障害者雇用法（Disabled
Persons （Employment） Act）は，民 間

企業に対して，障害者の割当雇用義務（全従

業員の３％）を課したが，実質的にそれは労

働市場において無視され，毎年ほぼ８割以上

の企業が雇用率未達成企業となっていた。こ

のような障害者雇用に係る制度運用の不徹底

による低水準の実雇用率と，その結果として

もたらされる障害者の絶対的貧困状態に対し

て，幾つかの新しい年金制度や免税制度，労

働災害補償制度などが導入されたが，それら

はいずれも障害者の生活を支えるにはあまり

にも貧弱なものであり，加えて，労災に起因

しない障害を持つ人々はこの僅かな補償さえ

手にすることができなかったのである

（Finkelstein，１９９１：２３）。
結成当初，障害者たちのあらゆる社会的不

利への挑戦を掲げた DIGが，徐々に，その
メイン・イシューを国家による障害者の所得

保障政策に焦点化していった理由は，このよ

うに「貧困戦争」に留め置かれた障害者たち

の劣悪な生活実態があったからである。

イギリス障害者運動の現代史において，初

めて障害種別横断的な統一要求を掲げ，障害

者の所得保障制度の創出・拡充へ大きく貢献

し，かつ，後発のラディカルな障害者運動の

リーダーを数多く輩出することになったこの

DIGに対しては，その意義を高く評価する
声がある一方で（Finkelstein，１９９１：２３），
その活動に不満と批判を持つ者たちも少なく

なかった。例えば，DIGの元メンバーであ
り，やがてその活動から袂を分かつことになっ

た UPIASのポール１）やヴィック２）らは，「DIG
の失敗」として次の二つの問題点を指摘して

いる。一つは，その活動目標が所得保障とい

うシングル・イシューへ焦点化されたことで

あり，もう一つはその組織運営が主として健

常者の専門家たちによって主導されたことで

ある（UPIAS，１９７５a：１４）。
さて，この DIGから同じく袂を分かち結

成された DAという組織についてだが，こ
の組織はエセックス大学の著名な社会学教授

であったピーター・タウンゼント３）らによっ

て結成された連合組織であり，その主要メン

バーの中には DIGの元メンバーであった専
門家たちも多く含まれていた。そのポリシー・
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ステートメントによると，DAは障害者団体
と個人会員による連合組織であり，組織会員

として，国内外に多くの身体障害者入所施設

を運営するチェシャー財団や DIGなどを含
む３０の団体が所属しており４），また，個人会

員として小児科医，老人医，地域医療や地域

福祉・社会保障などに関する研究者や専門家

など，障害者問題に関心を持つ各分野の専門

家が参加している。なお，この個人会員の中

には UPIASのメンバーも２名含まれていた
（UPIAS，１９７５c：２）。
DAはその組織目的として，１）すべての

障害者にとって危急の課題である「権利とし

ての十分な所得保障」の獲得，２）コミュニ

ティにおける障害者支援サービスの整備，３）

障害者のニーズや生活実態，及び障害者自身

の見解を政府や一般市民に対して正しく伝え

ること，などを掲げていた（UPIAS，１９７５b：
４）。

ヴィックによると，彼らが DAを立ち上
げた契機もまた，効果的なキャンペーンに失

敗している DIGへの苛立ちにあったと言う
（Finkelstein，２００１：５）。しかし，後述す
るように，「DIGの失敗」に対する DAの捉
え方は，UPIASのポールらのそれとは大き
く異なっていた。DAのメンバーたちは，DIG
における公的所得保障を求める主張には熱意

が欠けており，また，そのロビーイングには

威信が伴っていないと感じていた（Finkel-
stein，２００１：５）。ヴィックによると，DA
が必要だと信じていたのは，政府に対して自

らの要求を認めさせるための「学問的な裏づ

けと権威」であり，故に DAは DIGにも増
して専門家を配置し，「エリート主義的な組

織」を創ろうとしていたのだという（Finkel-
stein，２００１：６）。

� 合同会議開催に至る経緯

１９７４年１２月に UPIASに お い て『UPIAS
の方針』（UPIAS，１９７４，以下 PS）が採択

された後，UPIASは多くの障害者団体へそ
れを送付したが，その送付先には DAも含
まれていた。この PS を受け取った DAのタ
ウンゼントからポールへ宛てた書簡が両組織

による合同会議開催のきっかけとなった５）。

その書簡の中でタウンゼントはポールに対し

て「私はあなた方の目的を全面的に支持した

い」と述べたうえで，UPIASの賛助会員
（タウンゼントは身体障害者ではない）にな

りたいこと，また，DAのポリシー・ステー
トメントについて「あなた方」のコメントを

いただきたいことを依頼している（UPIAS，
１９７５b：３）。
この依頼に対してポールは C１６６）において，
「とりあえずの返信」を「曖昧な内容で返し

ておいた」とメンバーたちに報告し，UPIAS
として DAに明確な応答をするためには，
先ず，UPIAS内での議論が必要だろうと述
べている。その後に続いて彼は，メンバーた

ちに DAのポリシー・ステートメントの要
約を呈示しつつ，このポリシー・ステートメ

ントに書かれている DAの目的と活動方針
は，「明らかに UPIASのポリシーとは相容
れない」と結論づけ，その理由を以下のよう

に続けている。少し長くなるが引用しよう。

確かに DAは DIGよりも活動的であるように

見える。おそらくそれは DAが DIGの変革を強

く求めていた最も進歩的な DIGメンバーの幾人

かを引き入れたことによるのだろう。DAは急

先鋒の組織たらんとしているようだ（しかし，

一体何をベースに？）。DAの所得保障の要求は

DIGのそれよりもやや広く，また，彼らは地域

における障害者サービスの速やかな改善も求め

ている。しかし，DAはディスアビリティを克

服するために必要な包括的な視点を放棄し，「所

得保障」だけを取りあげた DIGの「致命的なエ

ラー」を継承してしまっている。ゆえに DAは

DIGのように，大衆障害者たちの民主的参加と

いう原則から遠ざかってしまっているのだ
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（UPIAS，１９７５b：４）。

このようにポールは，DAが DIGの活動
の停滞を乗り越えようという意志を持ってい

る点を評価しつつも，彼らが DIGと同じく，
所得保障という単一イシューへの焦点化とと

ともに，その組織運営を一部の専門家たちに

委ね，一般メンバーである障害者たちの参加

を二義的なものにしていることを批判してい

る。

続けてポールは，タウンゼントへの２回目

の返信についてもメンバーたちに開示してい

るが，その中で彼はタウンゼントの賛助会員

への申し込みを検討する前に「あなたの立場」

について確認しておきたい点がある，と切り

出している。その理由としてポールは，DA
のポリシー・ステートメントと，「あなた」

が「全面的に支持したい」と申し出るUPIAS
の PS との間には「大きな隔たりがあるから
だ」と述べる（UPIAS，１９７５b：５）。
この「大きな隔たり」について，ポールは

具体的に，１）DAがその組織構造と活動に
おいて障害者を包摂していないこと，２）DA
が DIGと同様に所得保障だけに焦点を当て
ていること，３）DAは障害者たちや大衆の
「教育」を掲げているが，専門家が障害者た

ちを「教育」しうると考えていること自体が

問題であること，などを例示している

（UPIAS，１９７５b：５�６）。
C１６に公開されたこのポールの書簡に対す

るタウンゼントからの返信も同号に続けて掲

載されているが，その中でタウンゼントは先

ず，ポールの DAに対する詳細な分析に対
して謝意を表し，「あなた」は極めて重要な

ポイントを幾つか指摘して下さったと称えた

後に，「しかし」とタウンゼントは続けて，

「われわれ」の間には，いくばくかの誤解が

あるようだ，と述べ，この誤解を解くために，

互いの組織から何人かの代表者を出し合って

合同会議を持つことを提案している（UPIAS，

１９７５b：６）。
同号に公開されたこのタウンゼントの合同

会議開催の提案に対するポールの返信では，

先ず，「私」の DAに関する分析が「誤解で
ある」と考える理由は「今のところ見当たら

ない」という反論から始まるが，ポールは

UPIASの運営委員会で「あなた」からの提
案を検討した結果，以下の条件に DAの合
意が得られるのであれば，合同会議を開催し

てもよい，と応じている。

第一の条件は，合同会議が UPIASの PS
を基に進められることである。すなわち，ディ

スアビリティは「解決可能な社会的状況」で

あり，それは，ａ）所得や移動，施設など，

個々別々の単一イシューとして取り扱われる

べきものではないこと，ｂ）障害者は他者の

力を借りつつも，自らの人生を自らでコント

ロールすべきであること，ｃ）専門家による

支援はこの障害者によるセルフ・コントロー

ルを支えることにコミットすべきであること，

などを主張した PS を基盤として討議するこ
とである。

第二の条件は，合同会議の具体的な目的は，

ａ）障害者がディスアビリティのフィールド

において，より主体的・活動的に取り組むた

めの方法，ｂ）ディスアビリティに関する議

論において，障害者の参加がより拡大される

ためのプログラムを検討すること，である。

第三の条件は，合同会議は，ａ）DAと
UPIASからそれぞれ４名の代表者を出すこ
と，ｂ）オブザーバーの人数も同数とするこ

と，ｃ）両組織は互いにこの会議録に多くの

障害者がアクセスできるよう，最大限その内

容の公表に努めること，ｄ）会議における議

論はテープレコーダーに録音し，その録音テー

プは会議後，多くの障害者が利用しやすいよ

うにすること，である（UPIAS，１９７５b：６）。
このように，ポールは合同会議を持つため

の前提条件を提示したうえで，「われわれ」

と DAがディスアビリティのフィールドの
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最前線で共闘するためにも，DAが PS にお
いて明示された基本原理に同意されることを

望んでいる，と結んでいる（UPIAS，１９７５b：
２４）。

翌号の C１７では，この UPIASの条件提示
に対するタウンゼントからの了承と，DAが
UPIASの基本原理に「同意する」こと，そ
して「私」も含めて DAから４～５名のメ
ンバーが参加できること（既にそこには４名

の DAメンバーの実名が挙げられている）
などが記されている（UPIAS，１９７５c：１）。
ポールはこのようにタウンゼントからの合同

会議開催に係る条件への合意を報告したうえ

で，C１７では，UPIASメンバーに向けて，４
人の会議参加者の推薦とオブザーバーとして

の参加希望者の応募を求めている（UPIAS，
１９７５c：２）。
その後，UPIASでは，組織内回覧文書（In-

ternal Circular：IC）を通した呼びかけに応

えて，１５名のメンバーが UPIAS代表として
会議への出席を希望したが，運営委員会での

検討の結果，ポール・ハント，ヴィック・フィ

ンケルシュタイン，ケン・デイビス７），リズ・

フィンケルシュタイン８）の４名が会議出席者

として選出された。DA側からは，ピーター・
タウンゼント，チャールズ・テイラー，ベリッ

ト・スチューランド９），ポール・ルイスが選

ばれている。また，両組織からそれぞれ６名

ずつのオブザーバーも参加することになった。

合同会議は，ロンドンの脳性まひ者協会

（Spastics Society）の会議室において１９７５
年１１月２２日に開催された。この会議の終了後，

UPIASは先ず，録音テープをもとに逐語録
の作成に取り掛かった。さらに，この逐語録

から要約がまとめられ，UPIASの運営委員
会と DAの役員からの確認・承認を経た上
で，両組織からのコメントが付記され，FPD
として公表されることになった。

２ FPD の構成と３つのテーマ

リーズ大学障害学センター（Centre for
Disability Studies）のホームページのアーカ
イブにおいて公開されている無削除版の FPD
は，１９９７年にマーク・プリストレイ，ヴィッ

ク・フィンケルシュタイン，ケン・デイビス

のコンサルテーションを受けつつ，１９７６年１１

月公開のオリジナル版からスキャンされ，リ・

フォーマットされたものである（UPIAS and
DA，１９９７）。この公開ドキュメントの他に，
筆者の手元には，筆者が２０１１年５月にリーズ

大学障害学センター元教授のコリン・バーン

ズ氏から複写させていただいた合同会議の録

音テープを起こした逐語録（UPIAS，１９７５d）
があるので，次章からの FPD の検証におい
ては，公開されている FPD 本体とこの逐語
録を用いることにする。

先ずここでは FPD の構成とその概要を紹
介しよう。

FPD は，イントロダクションを除いて３
つのドキュメントから構成されている。一つ

は「合同会議議事録の要約」，二つ目は

「UPIASからのコメント」，そして三つ目が
「DAからのコメント」である。この冊子の
表紙には，UPIASと DAの正式名称と『障
害の基本原理 Fundamental Principles of Dis-

ability』というタイトルが掲げられ，タイト

ルの下には，この冊子が１９７５年１１月２２日に開

催された会議の要約であり，両組織からのコ

メントが付記されていることが記されている。

２ページ目のイントロダクションには，こ

の冊子の構成，議論の進行方法などとともに，

この会議における発言はカセットレコーダー

で録音され，その録音テープはUPIASによっ
て希望する障害者に貸与される，という但し

書きがある。３ページ目からが「合同会議議

事録の要約」であるが，会議は参加者に対す

る謝辞や両組織のスピーカーの紹介などの後，

UPIAS側があらかじめ準備していた声明を

『障害の基本原理 Fundamental Principles of Disability』の検証

― 95 ―



ポールが読み上げるところから始まっている。

さて，FPD の議論において繰り返し出現
するテーマは大別すると以下の３つに整理で

きる。

１）基本原理への同意と「DAの矛盾」につい

て。

２）身体障害者の貧困問題に関する認識につい

て。

３）「障害者の包摂」をめぐって。

これらのテーマをめぐる議論は，単線的な

流れではなく，それぞれのテーマとそこに内

包される論点が相互に関連付けられながら，

常に行きつ戻りつを繰り返しつつ展開されて

ゆくことになるのだが，そのストーリーライ

ンを概略的に述べると，先ず，�においてDA
が同意した基本原理と DAの組織構造や活
動実態との「矛盾」が UPIAS側から指摘さ
れ，��において，その「DAの矛盾」の具
体的内容をめぐって議論が展開されてゆく。

主としてそれは，UPIAS側が「DAの矛盾」
を追及し，DA側がそれに応答するという展
開を辿るのだが，その過程において，UPIAS
側のディスアビリティをめぐる思考が明らか

にされてゆく。以下，上記３つのテーマに即

して FPD における議論を検証してゆこう。

３ 基本原理への同意と「DAの矛盾」
について

会議は DAが UPIASの提示した基本原理
に同意したこと（既述の通り，これが合同会

議開催の条件だった）に関するポールの「問

いかけ」を口火として開始される。この「問

いかけ」は，FPD 全体を通して，「DAの矛
盾」という符牒とともに，UPIAS側から繰
り返し発せられる一群の陳述を伴っている。

その陳述とは，ディスアビリティの本質を把

捉し得ず，旧来の枠組みから脱し得ない DA

をはじめとした既存団体への批判と，UPIAS
の革新性を主張する陳述である。

先ず，ポールは DAが彼らの組織目的と
方針を維持しつつ，基本原理に同意すること

が「なぜ可能なのだ」と問いかけ，再度，

UPIASが提示した基本原理を確認する。す
なわち，基本原理とはインペアメントを有す

る身体障害者に対する社会的抑圧がさまざま

なディスアビリティを生み出しているという

認識を基盤とした原理である（UPIAS，１９７５d
：２）。

この UPIASが提示した基本原理は，FPD
巻末の UPIAS側のコメントにおいて，より
精緻なロジックでまとめられている。そこで

は身体障害者がこの社会における被抑圧者集

団であることを明確に理解するためには，身

体的なインペアメントとディスアビリティと

呼ばれる社会的状況とを区別して捉えること

が必要である，と述べられ，それぞれの定義

が以下のように明示されている。

インペアメントを一部或いはすべての四肢の

欠如，もしくは四肢あるいは身体器官，身体機

能の不全を意味するものとして定義し，さらに

ディスアビリティを身体的なインペアメントを

持つ人のことを全く，または殆ど考慮せず，社

会活動の主流から排除している現代の社会組織

によって生み出された不利益または活動の制限

と定義づける（UPIAS and DA，１９９７：２０）。

会議冒頭に発せられた DAに対するポー
ルの問いは，この UPIASが提示した基本原
理と DAの組織構造や活動方法などが，本
来，相容れないものであるにも関わらず，DA
が基本原理に同意することが「いかにして可

能なのか」という問いであった。UPIAS側
はさらにこの問いに続けて，「DAの矛盾」
について，以下の点を具体的に指摘する。

１）基本原理に同意しつつ，なぜ，ディスアビ
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リティの原因にではなく，その「症状」の一

つである貧困問題を単独で取り扱おうとして

いるのか。

２）基本原理に同意しつつ，なぜ，組織構造・

運営において，健常者の専門家に依存し，障

害者たちの積極的な参画を求めないのか。

３）「DIGの失敗」を基に結成された DAが，な

ぜ DIGと同じ轍を踏もうとしているのか。

１）の指摘は FPD の２つ目のテーマであ
る「身体障害者の貧困問題に関する認識」へ

と連動してゆくものであるが，そこでは，基

本原理に即して考えれば，障害者が置かれて

いる貧困状態が教育や労働，モビリティや住

居などにおいて発現されるものと同様に，抑

圧の一つの症状，すなわち，ディスアビリティ

の一つの出現形態に過ぎず，それ自体が原因

ではないことが主張される。そして，にもか

かわらず，DAがこの一つの症状へ活動を焦
点化することによって，ディスアビリティの

原因との対峙を回避していることが批判され

るとともに（UPIAS，１９７５d：２），このよ
うな症状である単一イシューへ傾斜する DA
において，ディスアビリティの原因を直視せ

よという指示的命題である基本原理に同意す

ることがそもそも「いかにして可能なのか」

と問うのである。

２）の指摘は３つ目のテーマである「障害

者の包摂」へと展開してゆく指摘である。上

に見たように，UPIASが提示した基本原理
は身体障害者に対するさまざまなディスアビ

リティとそれを再生産してゆく「抑圧」を障

害者問題の本質として把捉するものであるが，

UPIAS側はこの基本原理における障害者問
題の認識から，必然的に障害者運動の組織化・

構造化及びその活動において，ある原則が演

繹されると主張する（UPIAS，１９７５d：２）。
その原則とはすなわち，日々，抑圧に晒され，

さまざまな生活場面で多様なディスアビリティ

を被り続けている身体障害者こそが，障害者

問題の解決に向かう主体であるべきだ，とい

う当事者性をめぐる原則である。この原則を

確認したうえで，UPIAS側は，少数の非障
害者である専門家たちを組織リーダーに位置

づけ，彼らによって組織が主導されているDA
において，基本原理に同意することが「いか

にして可能なのか」と問うのである。

３）の指摘は「DIGの失敗」に係る DA
の認識を問うものである。既述の通り，

UPIASは「DIGの失敗」を，第一に，所得
イシューへの傾斜・閉塞という「失敗」とし

て，第二に，この所得イシューへの焦点化に

よって，「少数の専門家への依存」と「多数

の大衆障害者メンバーの受動的位置づけ」を

もたらすことになったという「失敗」として

捉えていた（UPIAS，１９７５d：２）。そして，
彼らはこの「DIGの失敗」から学ぶことを
通して，ディスアビリティの原因と対峙しつ

つ，さまざまなディスアビリティに包括的に

取り組むという活動原則と，身体障害者自身

が主導し，すべての障害者メンバーたちの積

極的な参画を求める組織化・構造化の原則を

獲得したのだ（UPIAS，１９７５d：２），と主
張する。

このように述べたうえで UPIAS側は，彼
らと同じように「DIGの失敗」を契機とし
て結成されたはずの DAが，細かな点を除
けば DIGに極めて類似しており，むしろ，
民主的な組織運営という観点からすると，DA
は「DIGよりも後退している」のではない
か，という疑問を投げかけるのである

（UPIAS，１９７５d：２）。
この「DIGの失敗」に係る両組織の対照

的な認識については，FPD 巻末における
UPIAS側のコメントにおいても再度強調さ
れている。

DAは，DIGや他の組織による「１０年」にわ

たるキャンペーンの失敗に対して，大きなフラ

ストレーションと怒りをもって反応したものの，
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この失敗がどのように生起したのか，という根

本的な問いについてはネグレクトしたのだ

（UPIAS and DA，１９９７：１７）。

UPIASは，DAが「DIGの失敗」を，１）
政府に十分な圧力を与えなかったこと，２）

包括的な所得保障政策に関して大衆を十分に

教育できなかったこと，３）彼らの政策を政

府に受け容れさせるために必要な「権威」を

持ち得なかったこと，の３点において捉えた

ことの皮相性を批判しつつ，本来，そこに見

るべきであったものは，所得保障アプローチ

そのものが孕む「基本的な弱点」であったは

ずだと指摘するのである（UPIAS and DA，
１９９７：１７）。そして，このような「DIGの失
敗」に関する DAの皮相的理解とは対照的
に，UPIASの基本原理こそが，DIGが内包
していた弱点から脱し，ディスアビリティの

本質に係る認識によって導出されたものであ

る，と主張するのである（UPIAS and DA，
１９９７：１８）。

さて，このような UPIAS側から指摘され
たこの三つの「DAの矛盾」をめぐって，そ
の後の議論は，DA側の反論・弁明・譲歩な
どの応答と，UPIAS側の再反論・批判・評
価などの対応が繰り返されつつ展開してゆく

ことになるのだが，UPIAS側が，その際，
用いた一つのレトリカルな戦略は「対照化」

である。それは自らと他者の形態・思考・活

動方法と内容，及びこれらを規定してゆく原

理を対置しつつ，その差異を際立たせ，自ら

の「正しさ」と他者の「誤り」を説得的に明

示する戦略である。以下，それを幾つか例示

してみよう。

ポールは会議の冒頭，上述のように，「DA
の矛盾」を指摘した後，直ちに基本原理に即

したディスアビリティに関する「われわれ」

の立場の明確性，すなわち，「われわれ」の

インペアメントに対して，孤立化や社会参加

からの排除などの方法によって課せられてい

るディスアビリティと対峙する立場の明確性

と，DAのそれとを対照化し，DAが「極め
て矛盾に満ちている」ことを指摘する

（UPIAS，１９７５d：２）。
また，DA側の代表者であるタウンゼント

が（自らのアカデミック・コミュニティの）

「社会学者たちの声」として，原因と症状が

複雑に絡まっているという「事実」に言及し

た際，ヴィックは「複雑さがあなた方を迷わ

せていることは明らかだが」と，やや皮肉を

含ませながら，UPIASがその複雑な問題に
ついて時間をかけて吟味し，「根本的なイ

シュー」を見出してきたこととは対照的に，

（DIGや DAを含めて）所得問題に専心し
てきた多くの組織の「失敗」は，この「根本

的なイシュー」を掴み損ね，それらと対峙で

きなかったことにある，と指摘している

（UPIAS，１９７５d：１２）。
UPIASが FPD のコメントにおいて，最

初の項目タイトルとして置いたのは「素人 vs
専門家」というまさに対照化を象徴するタイ

トルであった。おそらく FPD の読者の多く
は，このタイトルから，社会学者や政策通の

「専門家」たちの主導によって活動する DA
の「専門家」性と，身体障害者のみを正会員

とする「素人」集団である UPIASとの対照
化を予測しつつ，この節を読み進めるものと

思えるが，しかし，その期待は裏切られるこ

とになる。

UPIASは彼らの原理的アプローチと対置
する形で，DAの「問題の原因とその症状の
区別の困難さ」を指摘する社会学者の言明や，

「専門家」の配置によって自らの主張に権威

を持たせ，政治的パワーを保持しようとする

やり方が，いかに「原理なき素人っぽい」ア

プローチであるかを強調する（UPIAS and
DA，１９９７：１５�１６）。すなわち，UPIAS側は
基本原理を持たずに症状の発現に右往左往す

る「素人」である DAが，自らを「専門家」
集団であると自己規定することの滑稽さと危
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険性を指摘し，そこにおいて「素人 ／ 専門

家」の意味を転換させたのである（UPIAS
and DA，１９９７：１６）。例えば UPIASは，自
らが社会学者であることを強調し，その主張

の「正しさ」を裏付けようとしたタウンゼン

トへの皮肉とも取れる喩えを持ち出している。

大学で社会学の講義をするために教室に入っ

てきた教授が，「社会学の基本原理について考え

ていなかった」と言いながら，授業を始めよう

とする様を想像してほしい。教室のまじめな学

生たちは，この教授にからかわれており，教授

が彼らの教育ニーズに対して傲慢な態度をとっ

ていると思うだろう（UPIAS and DA，１９９７：

１７）。

このように，UPIASは FPD において，DA
が基本原理へ同意しつつも，基本原理を基盤

とした組織構造・イシューの焦点化を図ろう

とはしてこなかった点を「DAの矛盾」とい
う符牒において繰り返し指摘しつつ，この矛

盾を孕んだ DAとの対照化において，自ら
の立場の明確性を強調したのである。付言す

れば，この対照化という UPIASのレトリカ
ルワークは，当時の既存の障害者組織とそれ

までの障害者運動に対するラディカルな批判

であったとともに，それらの組織と UPIAS
との明確な差異を際立たせる作業でもあった

と言えるだろう。

４ 貧困問題に関する認識をめぐって

FPD における二つ目のテーマは，DAが
焦点化した身体障害者の貧困問題に関する認

識をめぐるものである。最初に UPIAS側の
認識から見てゆこう。

既述の通り，UPIASは彼らの（DAも同
意した）基本原理を基盤に置くと，障害者の

貧困は「われわれが被っている『抑圧』の一

つの『症状』に過ぎない」ことを指摘し，そ

れが抑圧の原因ではないことを強調する

（UPIAS，１９７５d：２）。
ここで彼らが指摘する症状とはディスアビ

リティの一つの発現形態を意味するものだが，

UPIASはこのような単一の症状を問うこと
よりも，これら一つ一つの症状を生み出し続

ける根源にある原因をストレートに問うこと

の重要性を主張するのである（UPIAS，１９７５
d：２）。なぜなら，このような原因との対
峙によってこそ，障害者運動が社会変革に向

かうその闘いにおいて，自らのエネルギーを

傾注する「真の敵手」を見出すことができる

からだ（UPIAS，１９７５d：２）。故に UPIAS
は，「DIGの失敗」からの学びを通して，貧
困問題を「われわれの社会への完全参加を求

めるより広い闘いの文脈」に位置づけ，貧困

を含めた「われわれが被っている抑圧のすべ

ての側面」を包括的に捉えるべきであると主

張する（UPIAS，１９７５d：２）。
前節でも触れたが，この原因と症状に関す

る議論において，社会学者であるタウンゼン

トは，この両者を区別することの困難さを指

摘する社会学者の声を UPIASも「謙虚に聞
くべきだ」と，社会学者の「権威」を纏いつ

つ主張したが（UPIAS，１９７５d：１２），これ
に対して，ヴィックは怒りの感情を露わにし

つつ，安全な場所から「原因と症状の区別が

難しい」などと泰然と腕を組む社会学者たち

と違って，ディスアビリティを被り続けてい

る障害者たちにとって，原因と症状を明確に

区別することがいかに切実な問題であるかを

主張する（UPIAS，１９７５d：１２）。
また，UPIAS側は，そもそも既に DIGと

いう貧困を焦点化する組織が存在しながら，

なぜ，同様に貧困問題という単一イシューに

取り組む DAが必要なのか，という問いを
投げかける（UPIAS，１９７５d：２）。後でも
触れるが，この問いに対して DA側は「DIG
と DAとの差異」を主張したが，UPIASは
直ちにそれに反論し，UPIASが「DIGの失
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敗」からの学びによって回避した既存の障害

者組織が持つ弱点，すなわち，１）所得イ

シューへの限定的取り組み，２）少数の専門

家たちへの依存，３）議会活動への活動の集

中，などの点において，DAは「DIGと同様
の弱点を持っている」と指摘する（UPIAS，
１９７５d：２）。
このように DAの DIGとの同質性を批判

した後，さらに UPIASは，DAが「身体障
害者の貧困」という社会問題に関して「専門

家」を装ってはいるものの，実は彼らは，DIG
など既存の運動組織と同様に，この貧困問題

の本質を把捉できずにいることを指摘する。

DAの分析は，貧困の原因が「通常の雇用か

らの排除」であるという基本的な問題を看過し，

貧困をまったく経験的に説明される必要のない

現象であるかのように見做しているようだ。し

かし，身体障害者が貧困に晒されないようにす

るためには，「通常の雇用への統合」を求める努

力が必要であり，それは現在の社会制度を変革

してゆくための最も重要な闘いの一つである。

そして，この「通常の雇用からの排除」という

問題は，他のさまざまなディスアビリティと分

かち難く結びついているのだ（UPIAS and DA，

１９９７：２２）。

このように主張しつつ，故に「身体障害者

の貧困」という社会問題は，その解決におい

て，より科学的に，知的な厳密さを持って取

り組まれる必要があることを，UPIASは強
調するのである（UPIAS and DA，１９９７：
２２）。このような UPIAS側の，なぜ一つの
症状に過ぎない貧困問題のみに焦点を当てる

のか，という問いに対して，DA側は貧困問
題に焦点を当てることは「間違っていると思

わない」と反論し，なぜなら，「所得保障と

いうイシューが障害者の生にとって極めて重

要な事柄だからだ」と主張する（UPIAS，
１９７５d：４）。

この点については，FPD 巻末に掲載され
ている DAのコメント部分において詳細に
言及されている。そこでは，DAが UPIAS
の「ディスアビリティは社会的条件によって

起因する社会的状況である」という主張に同

意したが，同時に，経済的問題が身体障害者

の抑圧において「極めて重要な問題」であり，

それが身体障害者の隔離と孤立化の「主要な

要因」であると述べている。具体的には所得

の欠如が，障害者の社会的状況に係る他の側

面よりも，彼らの生活にはるかに大きな影響

を与えていること，そして，事実として，障

害者の被抑圧的なすべての個別的側面は，彼

らの経済的地位に密接に関連付けられている

ことを主張する。そこで DAは「金は力で
ある」ということわざを引きつつ，障害者た

ちの貧困状態が，障害者の地位を「扶養家族

の地位」に留め置いていること，そのことは

また，障害者たちの「自由な選択に係る権利」

に深刻な影響を与えていることを指摘してい

る。

DAは「故に」と続け，自らの組織目的は，
障害者への合理的かつ継続的な所得保障政策

の未整備がいかに障害者の生活に深刻な影響

を与えているかということに関して大衆の注

意をひきつけ，同時に，近年の所得保障に係

る国の法律とその運用実態が，どのように

「障害者の隔離 segregation」を招来してし
まっているのか，また，それがいかに「二級

市民」として障害者を扱うことになってしまっ

ているのか，などの事実を大衆に知らしめる

ことにある，と述べている。さらに，DAが
提案する「包括的な所得保障政策」の導入が，

障害者を取り巻くこれらの「抑圧的な社会的

状況」に対して実質的な改善をもたらし，社

会における障害者たちの地位に根本的な変化

をもたらすだろう，と彼らは主張している。

このように述べたうえで DAは，貧困問
題が障害者の抑圧と隔離に係る「一つの症状

以上のもの」であることの証拠として，女性
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解放運動の歴史を取りあげている。その中で

彼らは，女性解放運動が女性たちの「社会的

地位と所得の関係」がいかに密接に関連して

いるかということを明らかにしつつ，「自ら

の生の自己統制」を最も効果的に獲得できる

方法が「所得の獲得」であることを認識した

が故に，その活動のエネルギーを主に「所得

保障と雇用機会のアリーナ」に集中させてき

た，という「歴史的事実」に言及している

（UPIAS and DA，１９９７：３２）。
次に DAは UPIAS側の「DAと DIGの類

似性」という指摘に対して，DIGと自らと
の差異を強調しつつ，返す刀で DAの反動
性を指摘した UPIASをも批判する。すなわ
ち彼らは，DIGがその組織方針において，
自らのキャンペーンによって障害者たちが具

体的に何を獲得できるのかを明示できていな

かったという点，そして，その革新性を打ち

出す UPIASでさえも，その活動によって障
害者たちにどのような具体的な利益がもたら

されるのかを明言できていない点などを指摘

し，それに比して DAは具体的な獲得目標
や数値データを提示することができたこと，

故に「政府と交渉しうる条件」を確保し得た

ことを誇示するのである（UPIAS and DA，
１９９７：９）。

このような DAの反論に対して，UPIAS
側は DAの貧困問題に関する誤った認識に
よる障害者問題の個人化，及び「専門家支配」

の強化をめぐる批判にその論を移してゆく。

ヴィックは，DAが障害者の所得保障政策に
係る運用方法として提起した「障害程度のア

セスメント」という方法に内包される固有の

ロジックが，いかに障害者問題を個人化し，

障害者の生における「専門家支配」を強化す

る方法であるかを次のように批判する。

DAは専門家たちの委員会が関与する，「巻尺

のようなもの」による「障害程度」のアセスメ

ントを通した問題の解決を提起するが，われわ

れ身体障害者たちは既にミーンズテストの対象

にされている。そして，このことが何を意味す

るのかを，われわれは既に体験的に熟知してい

るのだ。すなわちそれは，専門家たちが障害者

を完全に支配することを恒久化することに他な

らない方法なのだ（UPIAS，１９７５d：１２）。

この「巻尺」という比喩は，FPD 巻末の
UPIAS側のコメントの中で，「ディスアビリ
ティを巻尺で測ること」というタイトルにも

用いられているが，そのコメントにおいても

UPIASは，所得保障政策から「障害者を装
う人」を排除するために，「障害の程度」を

厳格に，かつ客観的に測定することを求める

DAの主張を次のように批判する。
すなわち，第一に，DAのようなアプロー

チは，本来，ディスアビリティの社会的原因

を直視し，障害者のインテグレーションを実

現するための社会変革に向かうべき闘いを，

「障害程度と金銭的問題に係る矮小な交渉事」

に置換させてしまうと同時に，障害者たちが

自分たちの家族にできる最大限の貢献を「よ

り障害の程度が重く，依存的であるように装

うこと」にしてしまう，という批判である

（UPIAS and DA，１９９７：２５）。
第二に，DAのアプローチは，身体障害者

たちの多くが共有している，ある「おぞまし

い体験」を再現するものである，という批判

だ。すなわち，検査用具で武装した専門家た

ちの前に無防備な裸像を晒し，そのプライバ

シーを赤裸々に暴かれる身体障害者たちとい

う，彼らが幼少時より体験してきた「おぞま

しい光景」を DAのアプローチは再現する
のだ，という批判である。

「専門家」たちがその「巻き尺」を用いるこ

とで，われわれの人間としてのプライバシーと

尊厳の最後の痕跡が冒されるのだ。…略…それ

はぞっとするような光景だ（UPIAS and DA，

１９９７：２５）。
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このような「巻尺で測ること」という比喩

によって，障害者問題の個人化と医療化，そ

してそこで行使される専門家支配に対する批

判を展開してゆく UPIAS側のロジックは，
その後の障害者運動や障害学において，個人

欠損モデル（individual deficit model）や医
学モデル（medical model）に対抗する批判
のロジックとして継承され，定型化されてゆ

くことになる。

さて，合同会議におけるヴィックの批判に

対して，タウンゼントはディスアビリティの

程度１０）をアセスメントしないで，どのように

所得保障政策の対象者を規定するのだ，と反

論し，UPIASは障害者の所得保障について
何ら具体的な提案をしていない，と指摘した

が（UPIAS，１９７５d：１３），ヴィックはこれ
に対して「問題の本質は『障害の程度』にあ

るのではない」と応じ，「問題の本質」は

「身体障害者が社会によって『無力にされて

いる』ことだ」と再び強調する（UPIAS，
１９７５d：１４）。
しかし，タウンゼントも引かず，UPIAS

は「障害の程度」に軽重があることに同意し

ないのか，そもそも UPIASは身体的インペ
アメントをどのように定義づけているのか，

と畳みかけてゆく（UPIAS，１９７５d：１４）。
このタウンゼントの追求に対して，ヴィック

は「確かに定義の問題はわれわれにとっても

重要だ」と応じるが，その後をポールが引き

取り，もし，DAがインペアメントの定義に
関する議論をしたいのなら，「別の会議」を

アレンジしよう，と提案し，「われわれはこ

の合同会議において，互いに同意した目的を

持っていたはずだ」とこの会議の目的に即し

た議論に戻ることを提案する（UPIAS，１９７５d
：１４）。

タウンゼントは，このポールの嗜めを受け

つつも，さらに DAの所得保障政策の提案
を批判する UPIAS側が，どのようなオルタ
ナティブを持っているのか，と追求し，その

うえで「貧困問題に取り組むための，建設的

な『もう一つのアプローチ』を互いに提供し

合えないのであれば，これ以上，議論を続け

ることは難しい」と，恰も UPIAS側の「オ
ルタナティブの欠如」故に，会議の継続が困

難であるかのようなレトリックを用いている

（UPIAS，１９７５d：１４）。タウンゼントのこ
の主張に対して，ポールは UPIAS側のオル
タナティブはすべて PS に明確に提示されて
いること，そして，やや皮肉を交えて「あな

た方は注意深くそれを読んでいなかったよう

だが」と前置きしつつ１１），「貧困問題は，他

のすべてのディスアビリティに係るイシュー

と統合的に扱われるべきだ」という UPIAS
側の主張を再び繰り返している（UPIAS，
１９７５d：１４）。
このように，タウンゼントが発した「貧困

問題をめぐる UPIASのオルタナティブとは
いかなる提案なのか」という問いに対する合

同会議におけるポールの応答は，些かそっけ

ないものであったが，FPD のコメントでは
UPIAS側の「オルタナティブ」がより詳細
に示されている。それを少し辿ってみよう。

UPIASは，身体障害者たちが抱え込まさ
れている身体的インペアメントと関連した

「固有の貧困形態」が，「労働が制度化され

る方法」によって，非障害者と同等の収入を

得る機会から「われわれ」が「排除されてい

る」という事実に起因するものである，と主

張する。そして，この労働機会からの「排除」

は，通常の仕事に就くための条件や準備から

の「排除」と連動していること，例えば，身

体障害児が就労以前の教育の段階で，通常教

育から排除され，身体障害者たちが交通手段

の柔軟な利用ができない状態に置かれ，また，

通勤に便利で適切な住居を見つけることから

排除されていること，などと連動しているの

だ，と述べる。そして，故に，ディスアビリ

ティと貧困の本質を捉えるためには，「社会

の制度化」について分析してゆくことが喫緊
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の課題であるのだ，とまとめている。

このように整理したうえで，さらにUPIAS
は，「障害者であることを装う」フリーライ

ダーを所得保障政策から排除するために提起

された「障害程度を巻尺で測る」という DA
のアセスメントを批判しつつ，これに代わる

UPIASのオルタナティブを提示している。

まるでわれわれが「物」であるかのように，

DAが身体障害者（彼らが言うところの＜障害

の程度＞）をアセスメントしようとするのに対

して，ユニオンは身体障害者を取り巻いている

「物」（われわれが＜社会の制度・組織＞という

ところの『物』）をアセスメントすることを提起

する。われわれが労働から十分な収入を得て自

らのニーズを満たすことを阻害している「物」

が社会制度であるがゆえに，身体障害者とその

支援者たちによってアセスメントされる必要が

あるのは，「社会制度」の方なのだ（UPIAS and

DA，１９９７：２７）。

UPIASはこのように述べたうえで，日々，
ディスアビリティを被っている障害者たちが，

そのディスアビリティを創出・再生産してゆ

く「物」（社会制度）をアセスメントする権

利を持ち，多くの「有能な専門家たち」がこ

の社会制度をアセスメントする委員会に貢献

できるのは，「障害者の本当の利益」という

観点から社会制度を捉えることに専心する限

りにおいてである，と主張し，最後に，この

ような提案こそが，「身体障害者を巻尺で縛っ

て，干渉して，詮索して，支配しようとする

DAのやり方」に対する「現実的なオルタナ
ティブ」なのだ，と述べている（UPIAS and
DA，１９９７：２７）。
このように UPIASはそのコメントにおい

て，会議における「オルタナティブとは何か」

という DA側の問いに丁寧に応じたうえで，
再び DAの狭小なアプローチが内包する問
題点を指摘してゆく。すなわちそれは，DA

が求める「包括的な所得保障政策」というも

のは，チャリティへの依存を余儀なくされて

きた身体障害者たちの歴史を再び繰り返すこ

とにもなりかねない，という指摘である。な

ぜなら，DAの所得保障政策は「われわれ」
の自立とメインストリーミングを促進する代

わりに，「国家的なチャリティ」に対する

「われわれ」の依存性を固定するものである

からであり，それは「物乞いのための新しい

皿」を用意することに他ならないからだ，と

いう（UPIAS and DA，１９９７：２２）。
このように見ると，UPIASにおける DA

の貧困問題へのアプローチに対する批判は，

やはりひとり DAに対する批判にとどまら
ず，障害者問題をめぐる伝統的で支配的な，

そして強固な「固有のロジック」，すなわち，

障害者問題を個人化し，医療化しつつ，その

問題を障害者個人の悲劇・不運と意味づけ，

障害者たちが被っている社会的不正（ディス

アビリティ）を隠蔽し，さらにこの障害者た

ちの悲劇・不運の源泉にあるインペアメント

を治療・慰撫することによって，彼らを恒久

的に支配しようとする，伝統的かつ支配的な

「障害の政治」にまで達する批判であり，故

にこそ，それは当時のマスターフレームであっ

た「反管理」の思潮と共振し得たのだと言え

るだろう。

５ 「障害者の包摂」をめぐって

FPD の三つめのテーマは，基本原理から
導出される「障害者の包摂」という組織構造

化・組織活動の原則をめぐるものである。

UPIASは基本原理に同意するのであれば，
必然的に，障害者たちが，ディスアビリティ

との闘いにおいてより主体的な役割を担いう

る組織構造を追求すべきであり，その活動に

おいても，すべての障害者メンバーが主体的

役割を担うはずである，と主張する。すなわ

ち，障害者たちを専門家の教育や指導の客体
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から，或いはチャリティの受動的対象から解

放し，ディスアビリティを再生産してゆく社

会を変革する主体として位置づけ直すこと，

これが基本原理から必然的に要請される原則

であることを UPIASは主張するのである。
そのうえで UPIASは，基本原理に同意した
はずの DAがこの原則を自らに課すことを
せず，DIGのような既存の組織と何ら変わ
ることなく，「専門家による主導」，「大衆障

害者のネグレクト」を繰り返していることの

矛盾を指摘する。

UPIAS側は DAが一般障害者メンバーを
その組織活動に参画させていないことの一つ

の証拠として，DAの組織綱領が一般障害者
たちの参画を排除して，３０名程度の専門家た

ちによってのみ作成されたこと，また，この

UPIASとの合同会議開催について一般障害
者メンバーへの告知がされていなかったこと，

などを指摘している（UPIAS and DA，
１９９７：９）。

以下，このような「組織構造・活動における

障害者の包摂」に係る UPIAS側の問いに対
する DA側の応答のロジックと UPIAS側の
反論を辿ってゆこう。DAの応答のロジック
はおよそ以下の６つに分類できる。

１ 自然発生的であること。

２ 協議体であること。

３ 教育体であること。

４ 組織に権威を持たせる必要があったこと。

５ 組織運営・活動の方法は多様であること。

６ UPIASの指摘を一定程度受け入れ，改善を

図ること。

１から５は UPIAS側の指摘に対する反論
或いは弁明であり，６は譲歩である。

第一のロジックは，DAという組織が当時
の「特殊な事情」において，切迫感を持った

多くの障害者組織によって「自然発生的に」

結成された組織であり，故に基本原理が求め

る「障害者の包摂」の実現には未だ至ってい

ない，という弁明のロジックである。

この DA側が持ち出した当時の「特殊な
事情」とは，１９７４年３月に返り咲いた労働党

の第２次ウィルソン内閣が障害者の所得保障

政策の改正についてネグレクトし（UPIAS
and DA，１９９７：６），故にその時の障害者
たちの置かれた貧困状況が「絶望的」（UPIAS
and DA，１９９７：４）であったという事情で
ある。そして，このような新政権における障

害者の所得保障に関するネグレクトを招いた

主要因として，DAは DIGをはじめとする
既存の障害者団体が政治的パワーを持ち得な

かったことを取りあげ，故に，このような政

治的影響力を発揮し得ない DIGなどに代わっ
て，政権に対抗しうる新たな協議体の設立が

「自然発生的に」，すなわち，当時の「特殊

な事情」への即時的反応として提案されたの

だ，と主張する。そして，彼らはこのような

障害者を取り巻く政治の「特殊な事情」を見

ない限り，DAの存在意義を人々は理解し得
ないだろうと述べている（UPIAS and DA，
１９９７：６）。

多くの人々と相談した後，１９７４年の９月か１０

月頃だったと思うが，われわれは全く自然的に，

下院において一つの会議を持った。その会議に

は多くの組織の代表が参加した。そしてその会

議において，政権に対抗する新たな動きをもた

らすために，多数の異なった組織が参加する協

議体の結成が提案されたのだ（UPIAS and DA，

１９９７：６）。

DA側はこのように，当時の「特殊な事情」
が障害者の所得保障という危急の課題に，障

害者運動を集中させる必要があり，「自然発

生的に」協議体としての DAが組織された
ことを強調しながら，故に一般障害者メンバー

を十分に組織活動に包摂しうる組織構造の構

築や活動原則の成文化にまでは至らなかった，
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と弁明するのである。

彼らの用いるこの「自然発生的に」という

符牒には，二つの含意がある。一つは当時の

「特殊な事情」において危急の課題へ取り組

むべく「自然発生的」に結成された DAで
あるが故に，それは未だ暫定的な組織構造の

ままであること，すなわち，DAの組織構造
は今も「変わりうる」可能性を内包している

こと，したがって，UPIASのように性急に
DAの組織構造や活動方針を批判する姿勢は
「寛容さに欠けるものである」という含意で

ある。実際に，会議の後半において，タウン

ゼントは次のように，UPIAS側に「寛容さ」
を求めている。

われわれは昨年の末に，ある意味，不完全な

状態でスタートして，この時点で未だ暫定的な

綱領さえ持ち得ていない。…略…現段階で，わ

れわれは組織メンバーの完全な参加と討議の実

現を図ることが困難である。…略…あなた方は，

われわれがあなた方が求めるところの「障害者

の組織」たらんとする努力が足りていないと指

摘するが，それは少々，不寛容な態度ではない

か（UPIAS，１９７５d：１７）。

「自然発生的に」という符牒のもう一つの

含意は，「自然発生的に」集結しなければな

らない「特殊な事情」における，いわば「小

異を捨てて大同につくこと」の意義の強調で

あり，UPIASが求めるような基本原理への
合致を「自然発生的」協議体である DAに
求めることの「不自然さ」を強調する，とい

う含意である。例えば，ステューランドは

「特殊な事情」において求められるのは，

「一致団結してこの難局を切り抜けよ all
hands to the pumps」という姿勢である，
と述べている（UPIAS，１９７５d：４）。
このような DA側の「自然発生的に」と

いうレトリックにおけるこの二つの含意，す

なわち，「未だ暫定的な組織構造であること

への寛容を」及び「小異を捨てよ」という二

つの含意に対して，UPIAS側は「障害者た
ちの組織への包摂」は本質的な問題であり，

それは専門家たちによって組織が構造化され

た後に，順次進められるようなものではない，

と反論する（UPIAS，１９７５d：１７）。「障害者
の包摂」が本質的問題であることの謂いは，

ディスアビリティとの組織的な闘争において，

障害者組織は「障害者自身の経験」から自ら

の闘いの動因と資源を得る必要があるからだ。

このように UPIASは，暫定的な組織構造
であることが「障害者の包摂」のネグレクト

を許容する根拠とはならず，また，「障害者

の包摂」は障害者組織において，決して「小

異」といいうるものではなく，むしろ，それ

は障害者運動に取り組む組織の本質的要素で

あることを主張するのである。

FPD 巻末の UPIAS側のコメントは，DA
の「自然発生的に」という弁明に対して，さ

らに辛辣な批判を加えている。そのコメント

の該当項目には「『自然発生的に』はすべて

の言い訳となる」というタイトルが付けられ

ている。このコメントにおいて，UPIAS側
は先ず，DAによる「自然発生的に」という
言葉が，自らの素朴さ純粋さを表象するレト

リックとして用いられていることを指摘する。

すなわち，DAは障害者の所得保障に係る
「政府の無策」と，それに十分な組織的対応

ができないでいた「権威なき」既存の障害者

団体に対する素朴で純粋な「怒り」のもとに

団結したことを表象するためのレトリックと

して，彼らの結成が「自然発生的」であった

と言い募るのだ，という指摘である。

しかし，と UPIAS側は続ける。「怒りに
よって結束する」という行動は，DAの専売
特許ではなく，「真の意味で苦闘している」

すべての障害者組織もまた「怒り」を持って

結集したのだ，と彼らは主張する。故に，

「怒りを持って自然発生的に結束した」こと

をもって，「問題の本質を見誤ったこと」，
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「問題の本質に対して無知であったこと」を

弁明することなどできない，と UPIAS側は
指摘するのである。

このように，DAの「自然発生的に」を用
いたレトリックによる弁明を退けた後で

UPIAS側は，DAが「問題の本質を見誤っ
た」証拠として，彼らの「DIGの失敗」に
関する分析を取りあげる。DAが「DIGの失
敗」において見出したのは，先に見たように，

政府に十分な圧力をかけられなかったことや，

包括的な所得保障政策に関して大衆を十分に

教育できなかったことなどであったが，この

ような分析こそが「怒り」の感情に寄りかかっ

たものに他ならず，この表層的な分析によっ

て，DAは「根本的な問い」を問うことがで
きなかったのだ，と UPIASは指摘する。続
けて UPIASは，「怒り」の共有を免罪符に
しつつ「根本的な問い」を問うことができな

かった DAは「ただ皮相的な対抗運動の可
能性だけを見ていたのだろう」と断じている

（UPIAS and DA，１９９７：１７）。
このように述べたうえで，UPIASは自ら

のアプローチを DAのそれと対照化するレ
トリックをここでも用いている。すなわち，

DAが「自然発生的に」集結の契機とした
「怒り」は「われわれ」の PS の中にも明瞭
に表現されているが，しかし，「われわれ」

はディスアビリティと闘うために，身体障害

者たちが社会によって抑圧されていることを

明確に認識することで，その「怒り」を昇華

させたのだ，と。そして，ディスアビリティ

を捉える基本原理の提示によって，「われわ

れ」は DAのような，そして，これまでの
障害者組織においても伝統的な，素人っぽい

「自然発生的」集結という方法からの訣別を

果たしたのだ，と彼らは主張するのである。

２つ目の DAの応答のロジックは，DAが
「協議体であること」を主張するロジックで

ある。

先ず，DAは自らが「協議体であること」

の意義を誇示する。彼らは先述した障害者の

所得保障をめぐる「特殊な事情」において，

「障害者のため for the disabled」結成さ
れた組織と，「障害者自身による of the dis-
abled」組織とを結び付ける協議体を結成し
たことの意義は「過小に評価されるべきでは

ない」と主張する。

それぞれが自らの組織の党派性と組織への忠

心を抑制しつつ，共通の目的のために連帯しよ

うとする意志は，従来の障害者組織とは大きく

異なり，それは，ある意味，革命的とも言える

ものだった。…略…このことの意義は決して過

小に評価されるべきではないだろう。ますます

多くのセルフ・ヘルプ・グループが DAに加入

してきており，また，多くの組織が，われわれ

の活動に関心を持ち始めているのだ（UPIAS and

DA，１９９７：７）。

このように「協議体であること」をアピー

ルしたうえで，DAは個人会員を持たない組
織であること１２），故に，「障害者の包摂」と

いう課題は，DAの個々の傘下組織の組織構
造や運営方法の問題であるが，協議体として

の DAはこれら傘下組織のあり方に対して
「口を出せないのだ」と言う。例えばタウン

ゼントは，DAが３５の組織の代表者から構成
されていること，そして，幾つかの組織では

確かに「障害者に代わって」専門家や保護者

たちが活動しているが，DAがそのような活
動に口を挟むことはできないと述べ，その理

由として，３５の組織の中には知的障害者や精

神障害者の組織も含まれていることに言及し

ている（UPIAS and DA，１９９７：８）。おそ
らく，彼がこのように知的障害者や精神障害

者の組織に言及したのは，知的障害者や精神

障害者には「代弁者」が必要であることを暗

示し，UPIASが追及するような「障害者の
包摂」が難しい組織が事実として存在し，

UPIAS側の「当事者による組織運営のみに
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固執すること」の非現実性を示そうとしたの

だろう。

DAはこのように自らが，多様な組織によ
る「協議体であること」，その中には，「視覚

障害者全国連盟」（National Federation of the
Blind ： NFB）のような「障害者自身によ
る」組織もあれば，知的障害者や精神障害者

の団体のように，「代弁」が必要な「障害者

のための」組織もあり，DAに加入している
幾つかの組織が，障害者を代表に置いていな

いということに対する UPIAS側の執拗な追
求自体が「些か尊大ではないか」と批判する

（UPIAS and DA，１９９７：８）。
この「協議体であること」という DA側

の弁明に対するUPIAS側のさらなる批判は，
巻末コメントにおいて激しい論調となってい

る。先ず，UPIASは「協議体であること」
という DAの弁明が「狡猾なレトリック」
であることを指摘する。すなわち，「協議体

であること」というレトリックを用いること

によって，DAの専門家たちは直接障害者た
ちと向き合うことから逃れることができ，と

同時に，「障害者たちの名において」自らの

発言を正当化することが可能であること，す

なわち，障害者の声を代弁する権限を手中に

収めていることの狡猾さを指摘するのである。

DAの専門家たちは，直接障害者を取り扱う

労苦から解放され，同時に，構成組織のメンバー

シップを通して，「権限」を主張することを承認

されるのだ。…略…傘下組織の構造によって，

専門家たちは直接，身体障害者たちと接触する

ことから守られつつ，国家的慈善を求めること

への批判からも守られ，同時に，「障害者のため

に」と発言することができるのだ（UPIAS and

DA，１９９７：２４）。

３つ目の DAの応答のロジックは「教育
体であること」である。

DAは自らが「政治的組織」ではなく「教

育体であること」を強調しつつ，障害者の貧

困問題に関して誤った認識を持つ大衆に対し

て，貧困問題の本質に係る「正しい知識」を

伝えることが DAの主要な目的であり，こ
の目的を遂行するために，パンフレットや書

籍の刊行に取り組んでいるのだ，と主張する

（UPIAS and DA，１９９７：６）。そのうえで，
その組織構造や活動において障害者を十分に

包摂し得ていないことを次のように弁明する。

DAがもし障害者たちの政治的組織を目指す

のなら，われわれが議長の役割を担うことはまっ

たくの誤りであろう。しかし，この組織は教育

のための組織である。われわれは障害者たちの

生活水準と，生活手段に関する情報をメンバー

たちに提供する。われわれは広く大衆に訴える

活動を通して，障害者と非障害者の気づきを促

す教育のプロセスを展開してゆく。これがわれ

われの主たる目的だ（UPIAS，１９７５d：１１）。

すなわち，もし，DAが「政治的組織」で
あったのなら，障害を持たない専門家たちが，

その組織を統制することは「傲慢」であろう

が，「われわれ」は「教育組織」であり，そ

の目的は大衆教育にあるので，「障害者の包

摂」は大きな問題にはならないのだ，という

のが，この弁明のロジックである。

この弁明に対して，UPIAS側は直ちに
「欺瞞である」と切り捨てる。なぜなら，も

し DAが障害者の貧困問題の本質を大衆に
伝えることを目的とする「教育組織」である

のなら，彼らは「障害者自身の体験」をその

リソースとすべきであり，それをせずして，

障害者が抱える貧困の本質を「教育できる」

と考えていること自体が極めて「傲慢である

から」だ（UPIAS，１９７５d：１１）。
さらに UPIASは，障害者を十分に包摂せ

ず，「障害者自身の体験」から学ぼうとしな

い DAの「大衆を教育する能力」を「信頼
できない」と切り捨てたうえで，そのような
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「教育」はディスアビリティの本質に取り組

もうとしている障害者たちにとって，「極め

て大きなバリアになりうる」と主張する

（UPIAS and DA，１９９７：１７）。
４つ目の DAの応答のロジックは「組織

に権威を持たせる必要があったこと」である。

すなわち，DAは先述した，障害者の所得保
障政策が政権によってネグレクトされたとい

う「特殊な事情」下において，彼らの求める

「包括的な所得保障政策」を政権に認めさせ

るため，「権威ある協議体」が必要であった

と説明し，そのために著名な専門家たちを結

集させる必要があり，その結果として，障害

者の包摂にまで手が回らなかった，と弁明す

るのである（UPIAS and DA，１９９７：９）。

DAはその結成初期に，傘下組織間において，

嘆願書を首相に送付することに関する同意が得

られていた。…略…そして，嘆願書の作成・送

付において，その内容に権威を持たせるために，

「障害」に関わる著名な専門家たちの署名が求

められたのだ（UPIAS and DA，１９９７：３３）。

DAのこのような主張には，自分たちはそ
の活動において「専門家の権威」を借りただ

けであり，専門家によって支配されているわ

けではない，という意味も含意されているよ

うに見える。しかし，このような DA側の
弁明に対して UPIAS側は，そのような組織
化の方法がまさに「最も弱点を孕んだ方法」

に他ならない，と追求する。なぜなら，障害

者たちの貧困の本質を見誤った専門家たちの

見解には，言葉の真の意味での「権威」など

存在しないからだ，という（UPIAS and DA，
１９９７：１６）。

さて，５つ目の DAの応答のロジックは，
「組織運営・活動の方法は多様であること」

だ。

例えばタウンゼントは「障害者の包摂」を

めぐる議論の中で，基本原理に同意しながら，

なぜ，組織構造や組織活動において「障害者

の包摂」に取り組まないのか，というUPIAS
側からの繰り返される問いに対して，「なぜ，

そのように大げさに何度も言い募るのか」と

茶化すように応答しつつ，そもそも組織運営

においては「多様な方法がありうるのだ」と

反論する（UPIAS，１９７５d：１１）。
このタウンゼントの反論に対してポールは

「では，あなた方は（障害者を包摂しない－

筆者）DAの組織運営の方法が最良の方法だ
と考えているのか」と問いかけるが，ピーター

は「何が最良かは簡単には言えない」と躱し

つつ（UPIAS，１９７５d：１１），「運動の歴史の
中には多くの組織のサンプルがある。どのよ

うな組織運営の方法が効果的であるか，とい

う点については議論の余地が大いにある」と

主張する。このタウンゼントの主張に対して

ポールは，「あなた方にとってこの問題は幾

分，アカデミックな問題に見えるらしいが」

と前置きしつつ，しかし，「われわれ障害者」

にとっては，大衆的行動を選ぶか否かという

問題は，「極めて切実かつ本質的な問題なの

だ」と再度反論している（UPIAS，１９７５d：
１１）。

６つ目の応答のロジックは「UPIASの指
摘を一定程度受け入れ，改善を図ること」で

ある。このロジックは会議終了間近に，DA
に対する UPIASの指摘への謝意とともに，
DAの傘下組織である NFBの代表者から表
明された，いわば譲歩のロジックである。

このメンバーは，UPIASが DAのために
問題提起をしてくれたことに感謝の意を表し

つつ，UPIASの指摘が，今後，DAの組織
構造や活動方法を再検討するための「極めて

有益な指摘」であったと述べている（UPIAS，
１９７５d：１０）。そして彼は，現在，DAはその
組織綱領を作成する段階にあり，今後１年以

内を目処にそれが作成される予定であること，

そして，その組織綱領において，運営委員の

少なくとも半数を障害者メンバーが占めるよ
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うにしたいこと，さらに，「障害者の包摂」

に係る規定を綱領に盛り込むこと，などを提

示している（UPIAS，１９７５d：１６）。続けて
彼は，もし「障害者の包摂」に係るこのよう

な規定が DAの綱領に盛り込まれなければ，
「NFBは DAを脱会する」とまで宣言して
いる（UPIAS，１９７５d：１６）。
この NFB代表者の意見は NFBの見解で

あり，DA自体の見解ではないが故に，ポー
ルは「考える価値がある」と評価しつつも，

やはり，「DAとして」障害者を包摂しよう
とする「言行一致した努力」が「見えない」

ことを再度指摘している（UPIAS and DA，
１９９７：１３）。

この NFBの代表者とポールとの対話の後，
（やや冷静さを取り戻した？）タウンゼント

もまた，DAが「障害者の包摂」について精
力的に取り組んでこなかったことを認める発

言をするが，その発言の後に続けて彼は「DA
が障害者たちへの情報伝達の役割を果たして

きたこと」が，「障害者の包摂」と言うべき

取り組みであったこと，そして，それが十分

でないと批判されるのであれば，それは（頻

繁な冊子の発行に費やすための）「金と時間

の問題だ」とズレた弁明を重ねる（UPIAS
and DA，１９９７：１３）。しかし，この弁明は
UPIAS側の「金と時間の問題を抱えている
のは，DAだけではない」という反論によっ
て一蹴されている（UPIAS and DA，１９９７：
１３）。

以上，見てきたように，基本原理から演繹

される組織の構造化及び組織活動における

「障害者の包摂」という原則の未履行を

UPIASから強く批判された DAは，「自然発
生的であること」，「協議体であること」，「教

育体であること」，「組織に権威を持たせる必

要があったこと」，「組織運営・活動の方法は

多様であること」，「UPIASの指摘を一定程
度受け入れ，改善を図ること」などのロジッ

クによる弁明を試みたが，最後の譲歩のロジッ

クを除けば，彼らの弁明のロジックをUPIAS
側が受け容れることはなかった。

６ 両組織による合同会議の評価

合同会議の終了間際，両組織それぞれから

会議の総括に係る発言が見られる。

先ず DAのタウンゼントは「結論として」
と前置きし，「われわれ」は「多くの意見を

交換し，得るものがあった」と述べ，UPIAS
に対して，「あなた方」は DAに「多くの考
える素材」を提供してくれた，と賛辞の言葉

をかけている（UPIAS and DA，１９９７：１４）。
しかし，それに応じたポールは，タウンゼ

ントのこの社交的言辞を受け容れることを拒

み，タウンゼントと同じく「結論として」と

前置きしつつ，「このことだけは指摘してお

きたい」と語気を強め次のように述べる。

われわれの見る限りにおいて，あなた方はそ

の組織の起点においてわれわれが指摘した矛盾

を解消し得ていない。あなた方は DIGの過ちか

ら，異なった組織を設立しなければならないこ

との必然性について何も述べず，DIGと同じよ

うなイシューに専心し，そして，自らの活動を

展開するために，同意されるべきどのような原

理が導出されるのか，ということについても全

く明らかにされなかった。今日の議論の結論は，

ここにあると私は考えている（UPIAS and DA，

１９９７：１４）。

このようにポールは，会議に何らかの成果

があったとは認めず，「DAの抱える矛盾」
が何ら解消し得なかったことが会議の結論で

ある，と総括した。もう少し詳しく両組織の

会議総括を FPD 巻末のコメントからも確認
しておこう。

DA側の総括コメントでは，会議逐語録と
同様に社交的言辞から始まっている。すなわ

ち，「われわれ」の組織目的の文言に明瞭さ
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が欠けていたことを指摘してくれた UPIAS
に「とても感謝している」という謝意からDA
はその総括を始めているのだが，やはりそこ

では UPIASがその批判に込めた意味につい
て理解し得ていない様子が伺える。例えば

UPIASが求めた「障害者の包摂」という問
題について，会議総括においても DAは，
自らの組織本体の問題としてではなく，個々

の傘下組織の問題に置換している。

DAは選任された委員による運営会議と，す

べての加入組織の代表者への郵送による意見聴

取によって，スーパーバイズされてきたのだ。

運営委員会の選挙は，１２月に，われわれの最初

の全体会議において行われる。そして，可能で

あれば，われわれはメンバーである加盟組織に

対して，障害者を代表として候補者に指名する

ことを奨励しよう（UPIAS and DA，１９９７：３３）。

UPIAS側の会議総括は，一つの象徴的な
言葉をその項目タイトルに掲げるところから

始まっている。その言葉とは「傘を閉じ，そ

して，雨の中へ出てゆく」というものである

（UPIAS and DA，１９９７：２８）。これは，DA
という協議体の傘の下には加わらず（傘を閉

じ），ディスアビリティが支配する「雨の中」

へ歩みだすということ，すなわち，DAに加
わることを拒絶し，DAとの訣別を宣言する
言葉である。これが，UPIASが合同会議を
通して得た結論であり，DAに対して下した
組織的判断であったと言える。

UPIASは，DAという組織の有りようを
基本原理との許容し難い背離として捉え，訣

別を宣言したのである。しかし，同時に，

UPIASはそのコメントにおいて再び，会議
の終了間際にNFBが「基本原理を保持」し，
可能な限り早急に DAがこの基本原理を自
らの綱領に盛り込まなければ，「われわれ」

は DAを退会すると述べたことを評価し，
それに「期待する」とも述べている（UPIAS

and DA，１９９７：２８）。
しかし，会議総括コメントにおけるUPIAS
の DA本体に対する批判は，逐語録におけ
るそれよりも激しさを増している。UPIAS
は「ディスアビリティの本質」を見誤ってい

る DAの「伝統的な慈善アプローチ」への
固執は，障害者の前に立ち現れる根本的なイ

シューを曖昧にさせてしまうが故に，DAが
大衆を教育したり，身体障害者たちの「本当

の利益」を代弁することなど決してできない，

と断じる。そして，このような信頼の置けな

い「素人」組織が提唱する「所得保障アプロー

チ」から，身体障害者たちは「立ち去る」

（雨の中に出てゆく）べきだと主張する

（UPIAS and DA，１９９７：２９）。
さらに，UPIASは「傘を閉じ，雨の中へ

出てゆく」ことにとどまらず，DAとの対決
をも宣言する。すなわち，「われわれ」は DA
のディスアビリティに関する誤った理解に対

して，また，「障害者運動」における「専門

家支配」に対して「反対するキャンペーンを

展開してゆく」と宣言するのである（UPIAS
and DA，１９９７：２９）。
彼ら UPIASにとって，基本原理と乖離し

た DAの活動は「勝手にどうぞ」と放置で
きるものではなく，むしろ，UPIASの基本
原理的アプローチにとって最大の阻害要因と

なるが故に，対決を宣言したのである。そし

て，このような訣別と対決の宣言の後に，

UPIASは「われわれ」身体障害者自身の集
合的体験を基にその「専門性」を高めてゆく

こと，大衆的・民主的組織を構築し，身体障

害者を「無力化」している社会に向けた基本

原理的アプローチを展開してゆくことを再度

確認してそのコメントを締めくくっている

（UPIAS and DA，１９９７：２９）。

まとめにかえて

以上，FPD における１）基本原理への同
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意と「DAの矛盾」，２）身体障害者の貧困
問題に関する認識，３）障害者の包摂，とい

う３つのテーマとそれぞれのテーマに内在す

る論点をめぐる UPIAS側の問題提起を検証
する作業を通して，社会モデルの原基となる

アイデアの生成をめぐる集合的表象のあり様

を検証してきた。

１）のテーマにおいて，UPIAS側は先ず，
「社会的状況としてのディスアビリティ」を

障害者問題の本質として捉える基本原理の含

意を確認したうえで，DAが合同会議開催に
係る前提として，この障害者問題のパラダイ

ム・シフトとも言える基本原理に同意しつつ

も，この原理から必然的に演繹される組織原

則・活動原則から乖離していることの「矛盾」

を指摘した。

さらに，UPIAS側はこの「DAの矛盾」
という符牒を用いながら，二つの具体的なテー

マへ討議を集中させてゆく。すなわち「貧困

問題に関する認識」と「障害者の包摂」であ

る。

「貧困問題に関する認識」には，二つの論

点が内包されていた。一つは貧困問題という

「一つの症状」への焦点化がもたらすディス

アビリティの「原因」の看過をめぐるもので

あり，もう一つは，所得保障政策の運用にお

ける「障害程度のアセスメント」（巻尺で測

る）による障害者問題の個人化・医療化をめ

ぐる論点である。

前者の論点において，UPIAS側は，身体
障害者の貧困が「労働が制度化される方法」，

すなわち，非障害者と同等の収入を得る機会

から「われわれ」が「排除」されているとい

う事実に起因するものであり，さらにこの

「排除」が通常の仕事に就くための条件や準

備からの「排除」（通常教育からの排除や交

通手段の利用・住宅確保などからの排除）と

連動していることを指摘した。このように貧

困問題の本質を「社会の制度化」に求めた

UPIASにとって，DAの所得保障に焦点を

当てるアプローチは，「原因」の本質を見よ

うとしない「素人っぽい」取り組みに過ぎず，

それは，障害者をして国家的チャリティへの

依存を助長し，彼らに「物乞いのための新し

い皿」を用意するものである，と厳しく批判

した。

このような批判の厳しさは，UPIASにとっ
て DAの「素人っぽい」アプローチが「無
知が故の行為」として放置できるものでは決

してなく，むしろ，障害者たちのディスアビ

リティとの闘いを阻害する行為として映った

が故である。UPIAS側は DAの所得保障ア
プローチの問題性として，第一にそれが障害

者たちの貧困を再生産し続ける社会的不正を

正すことではなく，「ただ金を要求するため

の交渉事」に終始し，その帰結として障害者

問題を矮小化しつつ，障害者たちの国家や家

族への依存性を助長するからであり，第二に，

DAが提案する所得保障政策の運用に係る
「障害程度のアセスメント」によって，障害

者問題が個人化され，そのような「おぞまし

い」アセスメントによって，障害者たちが物

象化されてしまうからである。

このように批判した後，UPIASは DAか
らの反論に応える形で，彼らのオルタナティ

ブを明示する。そのオルタナティブとは，身

体障害者の貧困を再生産してゆく「社会の制

度」をアセスメントしつつ，身体障害者を含

むすべての人々の雇用と完全な社会参加への

アクセスを確保するための取り組みであり，

換言すればそれは，DAのように障害程度と
貧困とを因果律において把捉しようとしてき

た障害者の貧困問題に係る伝統的な認識から

の脱却を求める発議であったと言えるだろう。

さらに言えば，これらの論点におけるUPIAS
側の主張は，ひとり DAに対する批判にと
どまらず，１９８０年代以降に国際的なディスア

ビリティ・フィールドにおいて活性化する，

個人欠損モデル・医学モデルに対するラディ

カルな批判の原型とも言いうる，一連のまと

『障害の基本原理 Fundamental Principles of Disability』の検証

― 111 ―



まった論考であったとも言える。

次に UPIASは，「DAの矛盾」という符牒
を用いつつ「障害者の包摂」というもう一つ

のテーマに移行するが，彼らはそこで，障害

者たちを専門家たちの教育や指導の客体から，

或いはチャリティの「受動的対象」から解放

し，ディスアビリティを再生産してゆく社会

を変革する主体として位置づけ直すことが基

本原理から必然的に要請される原則である，

と主張した。その上で，「専門家による主導」，

「大衆障害者のネグレクト」を繰り返してい

る「DAの矛盾」を批判したのである。この
UPIAS側の批判に対して DA側は６つのロ
ジックを用いつつ弁明したが，上に見てきた

ようにそれらの弁明は，最後の譲歩のロジッ

クを除いて，UPIAS側の見解と噛み合うこ
とはなかった。

障害者問題の原因を個々の障害者のインペ

アメントに求めることの「帰属の誤り」（Mac-
Adam１９８２：５１）に係る認識から導出された
UPIASの基本原理は，障害者問題を「社会
的状況としてのディスアビリティ」に帰属さ

せよと要求したが，この要求によって，基本

原理は「障害者であるわれわれ」の再定義を

促す契機をもたらしたと言える。すなわちそ

れは，「不運」に嘆く「われわれ」から，「不

正」に気づき，怒り，それを正さんとする

「われわれ」へという再定義である。例えば，

クロスレイは，「帰属の誤り」に係る気づき

（認知転換）がもたらす，「抑圧された集団」

のエンパワメントについて次のように述べて

いる。

「われわれ」に対する「抑圧状況因」の帰属

に係る認知転換は，「抑圧された集団」に浸透し

ている「宿命論」や「不可避性の感覚」，「無力

感」からの脱却を促し，「社会を変革する集合的

能力の感覚」を喚起させるのである（Crossley

＝２００９：９７）。

障害者問題が障害者個々のインペアメント

に帰属するものと捉える，後年，イギリス障

害学において個人欠損モデルと呼称されるこ

とになる認識モデルを基にすると，インペア

メントの軽減・解消，或いはインペアメント

のアセスメントを基にした所得保障などが，

障害者問題の軽減・解消に向かう唯一の方途

となる。故に，そのフィールドを占有するの

は，インペアメントへの治療的介入やアセス

メントに係る専門性を有するとされる専門家

たちである。他方で，この認識モデルにおい

ては，障害者たちは自らの「不運」の源泉で

あるインペアメントの軽減やアセスメントへ

協力する病者役割 sick roll（Persons＝１９７４）
を演じなければならない。

このような伝統的・支配的な認識モデルへ

の抵抗から導出されたUPIASの基本原理は，
障害者問題の本質を障害者に対する社会的抑

圧に起因するディスアビリティとして再定義

すると同時に，ディスアビリティの解消にお

いて主体となるべきは，日々，ディスアビリ

ティを被り，その辛さ，理不尽さ，不合理さ，

を体験している障害者たち自身であるべきだ，

という原則を演繹したのである。故にUPIAS
にとって，「障害者の包摂」は組織運営や活

動方法の一つのオプションなどではなく，障

害者問題の本質把握に係る根本的な命題であっ

たと言える。UPIASが執拗とも言える姿勢
で，「基本原理に同意した」DAの専門家主
導の組織運営・活動を批判した理由はここに

ある。

しかし，本論で見てきたように，この基本

原理から演繹される「障害者の包摂」という

原則の本質的な意味を，「組織運営の方法は

多様にある」と弁明した DA側が最後まで
理解することはなかった。

この「絶望的」とさえ形容しうるほどの両

者のロジックのズレに，われわれは当時のディ

スアビリティ・フィールドにおける支配的言

説の堅牢さと，同時に，「帰属の誤り」への
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気づきを促す UPIASによって開示された
「異世界」の革新性を見ることができるので

はないだろうか。

最後になったが，UPIAS関係者のご紹介
や UPIASの内部回覧文書の閲覧にご協力い
ただいた元リーズ大学障害学センターのコリ

ン・バーンズ教授に心から感謝を申しあげる。

本研究は日本学術振興会科学研究費補助金

（基盤研究（Ｃ））「イギリス障害者運動にお

ける社会モデルの源流を求めて」（平成２４年

度～平成２６年度）による研究成果の一部であ

る。

〔注〕

１）Paul Hunt（１９３７～１９７９）．UPIASの結成を
呼びかけ，その初期的展開においてリーダー

として組織を牽引した。田中（２０１４a）を参照。
２）Vic Finkelstein（１９３８～２０１１）．UPIAS の
リーダーの一人。BCODPの初代会長となり，
DPI結成会議へイギリス代表として出席する。
後にオープン・ユニバーシティの最初の障害

研究コース担当教員に就任し，その後，リー

ズ大学障害学センターの上級研究員として勤

務する。田中（２０１４a）を参照。
３）Peter Brereton Townsend（１９２８�２００９）。
DAのリーダーの一人である社会学者。ロン
ドン・スクール・オブ・エコノミクス教授

（国際社会政策），ブリストル大学名誉教授

（社会政策）を歴任。邦訳されている著書に

『居宅老人の生活と親族網――戦後東ロンド

ンにおける実証的研究』（The Family Life of

Old People : An Inquiry in East London, Rout-
ledge ＆ K．Paul，１９５７＝山室周平監訳，垣
内出版，１９７４年）がある。

４）この当時の DIG以外の参加団体は次の通り
である。Age Concern, British Association of
Social Workers, British Rheumatism and
Aethritis Association, Campaign for the
Mentally Handicapped, Central Council for
the Disabled, Child Poverty Action Group,
Family Service Units,Family Welfare Asso-
ciation, Greater London Association for the
Disabled, Help the Aged, Invalid Children

Aid Association, Jewish Blind Society, Mind,
Multiple Sclerosis Action Group, Nat Assn
for Deaf/Blind and Rubella Children, Nat
Assn for Maternal and Child Welfare, Nat
Assn for Welfare of Children in Hospital,
Nat Educational Development Trust, Nat
Fed of Blind of the UK, Nat Fund for Re-
search into Crippling Diseases, Nat League
of the Blind and Disabled of the GB, Parkin-
sons Disease Society, Psychiatric Rehabilita-
tion Association, Scottish Paraplegic Asso-
ciation, Scottish Society for the Mentally
Handicapped, Scottish Spina Bifida Associa-
tion, SW Essex Branch, Disablement Income
Group, Spastics Society.

５）この書簡の日付は記されていないが，C１６が
１９７５年６月の発行なので，タウンゼントとポー

ルとのやりとりは，１９７５年の４月から５月頃

だったと推測できる。

６）以下，UPIASの内部回覧文書からの引用・
参照については，Cの後にその号数を付けて
記載する。

７）Ken Davis（１９３４～２００８）．UPIASの コ ア
メンバーの一人で，マギー・デイビスの配偶

者。１９８０年代半ばにダービー州においてイギ

リスで最初の自立生活センターを開設。田中

（２０１４b）を参照。
８）Liz Finkelstein．Vic Finkelsteinの配偶者。
９）Berit Stueland．DIGの創設者の一人であっ
たが，徐々に DIGの活動方針に対して懐疑的
となり，DAメンバーとなった女性障害者。

１０）この文脈でタウンゼントが用いる「ディス

アビリティ」とは「インペアメント」を意味

している。おそらく彼にはこの二つの概念の

区別は重要ではなかったようだ。

１１）つまり，あなた方は UPIASの PS をきちん
と読みもせずに基本原理に同意したのだ，と

いう意味だろう。

１２）しかし，本論１／�で見たように，DAには
小児科医，老人医，地域医療や地域福祉・社

会保障の研究者などの個人会員が所属してい

た。
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